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博士学位論文を取り消し、
博士学位及び課程修了を取り消し

論文取り下げ勧告、被告発者への処分検討中

被告発者である元大学院生は、博士学位論文の執筆の際に、先行論文

の文章の一部や個人のホームページに掲載された組織写真とほぼ同一

の写真を、適切な引用表記をしないまま流適切な引用表記をしないまま流用していた。

被告発者である助教は、２００９年から２０１７年までに発表された論文

において、生データから論文データに加工する段階で生データの数値

を操作して、改ざん改ざんを行っていた。

（文部科学省ＨＰより一部抜粋）（文部科学省ＨＰより一部抜粋）

本件は、研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったこ

とによる盗用盗用と認定された。

元大学院生本人が引用の確認を怠ったことや、研究指導教員が、研究の

本体部分のみならず全体について、引用文献との照合や写真の出どころ

などの確認を怠ったことが発生要因である。

学部生、大学院生は、レポートや論文の作成時には研究活動における不

正行為に十分留意しなければならない。また、研究指導教員には、研究

倫理教育を含め、十分に学生を指導することが求められる。

被告発者の論文１０編に改ざんが見られ、常態化していたと考えられ

る。研究者、教育者として、当然守るべきルールや姿勢についての認

識が甘く、コンプライアンス意識が低かったことが大きな要因である。

一方、同助教は上司の教授から求められていた研究業績を何とか達

成しようと、精神的にも肉体的にも追い詰められていたことも、これら

の行為を常態化させていた要因の一つ。 

また、本件は、研究室の学生からの相談により発覚したことから、研究

倫理教育に一定の効果があったと推察できる。 

TEL： 025-262-5422、5419


